
１　施策の位置付け

２　施策の取組状況

85ページ施策名

市民満足度

・救急患者が夜間や休日においても，安心して必要な医療を受けることができるよう，救急医療提供体制の安定的かつ円滑な運営が必要とされている。・東日本大震災の経験を踏まえ，災害発生時における円滑な医療提供体制の確保が求め
られている。・市民が住み慣れた地域で，安心して療養生活を送ることができるよう，より質の高い支援サービスの提供が求められている。・市民の医療ニーズが多様化している中，安心で安全な医療サービス・医薬品の適切な提供が求められ
ている。・近年，薬物使用者の低年齢化や他人を巻き込む事件・事故が社会問題になっていることから，薬物乱用防止対策が求められている。

施策を取り
巻く環境等

・夜間・休日における市内の二次救急医療体制については，市医師会や二次救急医療機関，市医療保健事業団
等から構成される「宇都宮市救急医療対策連絡協議会」において，二次救急医療提供体制の評価，検証，見直し
を行い，円滑な運営に努めているところであり，市内の二次救急医療機関の安定的な受入体制が確保されてい
る。

H27

Ａ

１　保健・医療サービスの質を高める

施策の満足度（％）

保健所総務課

政策の柱 Ⅰ　市民の安全で健康な笑顔あふれる暮らしを支えるために
市民が，自らの健康づくりに積極的に取り組み，充実した保健・医療サービスの提供を適切に受けて
います。

政策の達成目標
（基本施策目標）

政策名
（基本施策名）

施策主管課 総合計画記載頁

順調

・多様化する市民の医療ニーズに的確に対応するべく，救急医療提供体制については，円滑な受入体制の確保や
救急医療の適正受診に向けた活動を行うとともに，地域療養支援体制についても，課題の明確化を図り，体制の整
備に向け，検討や従事者の育成，更には市民への意識啓発に努めているところであり，市民満足度が向上したも
のと考えられる。
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  ③　主要な構成事業の進捗状況
　　（主要な構成事業の個別の進捗状況は，「３　施策を構成する事業の状況｝を参照）
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３　施策を構成する事業の状況 ※凡例　○：「総合計画の戦略プロジェクト・主要事業」対象，★：「③ 主要な構成事業の進捗状況」対象（５事業選択）

計画どおり 1,307 H8 独自性

医薬品，医療機器，毒物劇物の安全性の確保及び温泉の適正利用を確保する
ため，医薬品医療機器等法等に基づき，引き続き，薬局や温泉施設等に対す
る立入検査を計画的に実施していく。

薬物乱用を未然に防止するため，薬物乱用防止連絡会議構成団体と連携し
た，街頭での啓発活動に加え，出張教室を実施していく。また，宇都宮大学生
ボランティアの活動支援など啓発活動の充実を図っていく。

17 薬事・監視指導事務

・医薬品，医療機器，毒物劇
物等の安全性の確保

・薬物乱用の未然防止

・薬局，店舗販売業，
医療機器販売業，毒物
劇物取扱施設，温泉施
設

・市民

・許認可及び監視指導の実
施

・薬物乱用防止の普及啓発

許認可及び監視指導の実施 計画どおり 267 H8
良質かつ適切な医療提供体制を確保するため，医療法等に基づき，引き続き，
医療施設等に対する立入検査を計画的に実施していく。

計画どおり 3,065 H7
災害時医療提供体制の確保を図るため，医療関係団体等と連携しながら，医
療救護活動のマニュアルを踏まえた訓練等を実施するとともに，引き続き災害
時医療救護活動に必要な資器材の整備を進める。

16 医事・監視指導事務
良質かつ適切な医療提供の
確保

病院，診療所，歯科技
工所，施術所，衛生検
査所

15 災害時医療対策事務 ★ 災害時医療提供体制の確保
医療機関及び医療関
係団体等

災害時医療救護活動に係る
訓練の実施，会議の開催，必
要な資器材の整備

救急医療に必要な設備整備
に要する経費を補助（市・事
業主体　各1/2）

計画どおり 2,776 H22
独自性
先駆的

二次救急医療体制の維持・確保を図るため，引き続き，病院群輪番制病院を支
える協力病院等に対し，救急医療に必要な設備整備に要する経費の一部を補
助する。

計画どおり 47,800 H21
独自性
先駆的

二次救急医療体制の維持・確保を図るため，引き続き，病院群輪番制病院を支
える協力病院等に対し，救急医療の運営に要する経費の一部を補助する。ま
た，平成29年度より，救急患者の更なる受入促進を図るため，受入件数に応じ
た補助制度に見直しを行う。

14 協力病院等設備整備費補助金 ○
二次救急医療体制の維持・
確保

協力病院（７病院），連携病院（１病
院），協力診療所（３診療所），連携
診療所（１診療所）

13 協力病院等運営費補助金 ○★
二次救急医療体制の維持・
確保

協力病院（７病院），連携病院（１病
院），協力診療所（３診療所），連携
診療所（１診療所）

救急医療の運営に要する経
費の一部等を補助

救急医療に必要な設備整備
に要する経費を補助（国・県・
市　各1/3）

計画どおり 4,644 H19
二次救急医療体制の維持・確保を図るため，引き続き，病院群輪番制病院の
設備整備に要する経費を補助する。

計画どおり 50,413 S55

二次救急医療体制の維持・確保を図るため，引き続き，病院群輪番制病院の
運営に要する経費の一部等を補助する。また，平成29年度より，救急患者の更
なる円滑な受入に資するため，当番日以外の日の患者受入を考慮した補助制
度に見直しを行う。

12 病院群輪番制病院設備整備費補助金 ○
二次救急医療体制の維持・
確保

病院群輪番制病院（済生会宇都宮
病院，NHO栃木医療センター，
JCHOうつのみや病院，宇都宮記念
病院，NHO宇都宮病院）

11 病院群輪番制病院運営費補助金 ○★
二次救急医療体制の維持・
確保

病院群輪番制病院（済生会宇都宮
病院，NHO栃木医療センター，
JCHOうつのみや病院，宇都宮記念
病院，NHO宇都宮病院）

輪番実施日数に応じ，その運
営に要する経費の一部等を
補助

公益財団法人宇都宮
市医療保健事業団

計画どおり

S58

S58

市が実施する保健衛生事業
の円滑な推進

一般社団法人宇都宮
市薬剤師会

保健衛生事業を推進する団体に
対して協力金を交付

S58

99,878

保健衛生事業推進協力金（市医師会）

75,457

計画どおり 1,925 S48健康増進事業の推進
一般社団法人　栃木県
医師会

健康増進事業を推進する団体に
対して協力金を交付

計画どおり

17,000

計画どおり

4

5 口腔衛生事業推進協力金（市歯科医師会）

7 健康増進事業等推進協力金（県医師会）
健康増進事業を推進するため，引き続き，県医師会との連携協力体制の確保
を図っていく。

一般社団法人宇都宮
市歯科医師会

口腔衛生事業を推進する団体に
対して協力金を交付

計画どおり 4,350
市が実施する口腔衛生事業を円滑に推進するため，引き続き，市歯科医師会
との連携協力体制の確保を図っていく。

S58

600 S58

市が実施する口腔衛生事業
の円滑な推進

○★

施設の安全で快適な利用及
び施設の長寿命化

初期救急医療体制の維持・
確保

市が実施する保健衛生事業
の円滑な推進

（保健総）保健施設整備費（単独）

計画どおり
本市の初期救急医療体制の維持・確保を図るため，引き続き，夜間休日救急
診療所の適切かつ円滑な管理運営体制の確保を図っていく。

3
保健所及び夜間休日救急診療所について，施設の安全で快適な利用及び施
設の長寿命化を図るため，引き続き，施設の計画的な維持更新を行っていく。

2

保健所及び夜間休日救急診
療所の施設の整備及び改修

夜間休日救急診療所の適切
かつ円滑な管理運営

3,639

一般社団法人宇都宮
市医師会

公益財団法人宇都宮市医療
保健事業団の継続的で安定
的な運営体制の確保

団体運営に要する経費の一
部を補助

計画どおり
保健所及び夜間休日
救急診療所の施設

公益財団法人宇都宮
市医療保健事業団（指
定管理者）

保健衛生事業を推進する団体に
対して協力金を交付

6 保健衛生事業推進協力金（市薬剤師会）

健康増進事業を推進する団体に
対して協力金を交付

戦略Ｐ・
主要事業

※
施 策 目 標 を 達 成 す る た め の 取 組 方 針

夜間休日救急診療所運営事業

S57

事業の
進捗状況

H2８
事業費

（千円）
開始年度事業の目的

取組（何を）

№
事業内容

対象者・物（誰・何に）

事業名
日本一
施策
事業

1 宇都宮市医療保健事業団補助金

市が実施する保健衛生事業を円滑に推進するため，引き続き，市薬剤師会と
の連携協力体制の確保を図っていく。

地域住民の健康増進と地域医療の発展に寄与できるよう，公益財団法人宇都
宮市医療保健事業団の継続的で安定的な運営体制を確保するため，引き続
き，運営に要する経費の一部を補助する。

市が実施する保健衛生事業を円滑に推進するため，引き続き，市医師会との
連携協力体制の確保を図っていく。

9 救急医療対策事務
二次救急医療体制の維持・
確保

救急告示医療機関，市
医師会，消防等関係団
体

8 健康増進事業等推進協力金（県歯科医師会） 健康増進事業の推進
一般社団法人　栃木県
歯科医師会

S52
健康増進事業を推進するため，引き続き，県歯科医師会との連携協力体制の
確保を図っていく。

計画どおり 51 H8

小児救急医療体制の維持・確保を図るため，引き続き，小児救急医療を担う医
療機関の運営に要する経費の一部を補助する。

10 小児救急医療体制補助金
小児救急医療体制の維持・
確保

済生会宇都宮病院，NHO
栃木医療センター，JCHO
うつのみや病院

二次救急医療体制の維持・確保を図るため，救急医療対策連絡協議会を開催
し，評価・検証を行う。

計画どおり 342

計画どおり
輪番実施日数に応じ，その運
営に要する経費の一部を補
助（県2/3・市1/3）

救急医療対策連絡協議会の
開催(全体会年1回，分科会
年1回)

21,800 H14



４　今後の施策の取組方針

計画どおり 1,419 H25

医療・介護・福祉が連携した地域療養支援体制を整備するため，「宇都宮市地
域療養支援体制検討会議」において，従事者の資質向上を目指す研修会の実
施や在宅療養に関する市民の理解促進を図る市民公開講座の開催等に引き
続き取り組むほか，患者急変時に対応するための「24時間365日在宅医療提供
体制」の構築や在宅医療・介護連携を支援する相談窓口の設置に向け，具体
的な検討を進めていく。

22 地域療養支援体制整備事業 ○★
医療・介護・福祉が連携した
地域療養支援体制の整備

医療・介護従事者，市
民

在宅療養を担う多職種が連
携する仕組みづくりや医療・
介護従事者の資質向上に向
けた研修の実施，在宅療養
に関する市民への普及啓発

23 救急医療適正受診促進費 救急医療の適正受診の促進 市民
救急医療の適正受診の促進
に向けた啓発

計画どおり 4,100 S53
質の高い医療従事者を養成・確保するとともに，歯科衛生士の市内での就業率
の向上のため，支援の充実を図る。

救急医療の適正受診を促進するため，引き続き，市民に対し，救急医療の適正
な受診方法について普及啓発を実施していく。

計画どおり 703 H8

21 歯科衛生士養成補助金
質の高い医療従事者の養
成・確保

宇都宮歯科衛生士専
門学校

専門学校の運営に係る経費
の一部を補助

専修学校の運営に係る経費
の一部を補助

計画どおり 6,900 S59
質の高い医療従事者を養成・確保するとともに，准看護師の市内での就業率の
向上のため，支援の充実を図る。

計画どおり 8,640 H5
質の高い医療従事者の養成・確保するため，今後とも，看護師養成に対する支
援を継続する。

20 准看護師養成補助金
質の高い医療従事者の養
成・確保

宇都宮准看護高等専
修学校

19 宇都宮市医師会看護専門学校運営費補助金
質の高い医療従事者の養
成・確保

宇都宮市医師会看護
専門学校

専門学校の運営に係る経費
の一部を補助

情報発信による市民への献
血の普及啓発と献血会の支
援

計画どおり 144 S44
輸血用血液を安定的に確保するため，引き続き，市民の理解と協力が得られる
よう献血の普及啓発を行っていく。

18 献血普及啓発事業 輸血用血液の安定的な確保 市民

〈その他個別事業〉
◆薬物乱用防止対策の推進
　薬物乱用を未然に防止するため，薬物乱用防止指導員等と連携した街頭での啓発活動に加え，マンガを取り入れた啓発冊子の活用拡大
や宇都宮大学生ボランティアの活動支援など啓発活動の充実を図っていく。

◆救急患者が夜間や休日においても，安心して必要な医療が受けられるよう，引き続き，初期救急，二次救急医療の安定的
かつ円滑な提供体制を確保する必要がある。また災害時医療についても，緊急時に円滑な活動が出来るよう，全市的な視点
での活動拠点の確保などを図っていく必要がある。

◆高齢化率が年々上昇していく中，高齢者が住み慣れた地域で安心して療養生活が送れるよう，医療・介護・福祉に関わる地
域資源の連携を強め，在宅医療を含む地域療養支援体制の整備を図っていく必要がある。

◆薬物乱用に関わる事件が社会問題になっていることから，薬物乱用を許さない意識の醸成を図るため，薬物乱用の有害性
や危険性など，薬物の恐ろしさを正しく理解させる教育や啓発に取り組む必要がある。

方向性

〈施策全般〉
◆市民の多様な医療ニーズに対応するため，引き続き，救急医療体制や災害時医療体制の安定確保を図るとともに，在宅医療を含む地域
療養支援体制の整備を図っていく。
　 薬物乱用防止については，市民の意識醸成を更に推進するため，啓発活動に積極的に取り組んでいく。

今後の方向性

課題

〈主要事業〉
◆救急医療提供体制の確保及び災害時医療に係る関係機関との連携体制の強化
　市民の安全で健康な暮らしを支えられるよう，本市の初期救急医療を担う夜間休日救急診療所の適切かつ円滑な管理運営体制を確保す
るとともに，二次救急医療体制がより円滑に稼動できるよう，「宇都宮市救急医療対策連絡協議会」において検証，評価，見直しを行うことに
より，安定的かつ円滑な救急医療提供体制の確保を図っていく。また，災害時医療については，「災害時の医療救護活動に係る連携会議」
において検証，評価を行うとともに，災害時医療救護活動マニュアルに基づく訓練等を実施するなど，緊急時に円滑な活動が出来るよう，関
係機関との連携体制の強化を図っていく。

◆地域療養支援体制の整備
　　地域療養支援体制を整備するため，「宇都宮市地域療養支援体制検討会議」において，従事者の資質向上を目指す研修会を実施すると
ともに，在宅療養に関する市民公開講座の開催等に引き続き取り組むほか，患者急変時に対応するための「24時間365日在宅医療提供体
制」の構築や在宅医療・介護連携を支援する相談窓口の設置に向け，具体的な検討を進めていく。


